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多様な PPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針 令和７年改定版（案）と令和３年改定版との比較表 

令和７年改定版（案） 令和３年改定版 

極めて厳しい財政状況の中で、効率的かつ効果的な公共施設等の整備等

を進めるとともに、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起による経済成

長を実現していくためには、公共施設等の整備等に民間の資金、経営能力

及び技術的能力を活用していくことが重要であり、多様な PPP/PFI 手法を

拡大することが必要である。 

このため、「経済財政運営と改革の基本方針 2015」（平成 27年６月 30日

閣議決定）においても「PPP/PFIの飛躍的拡大のためには、公的負担の抑制

につながることを前提としつつ、PPP/PFI 手法について、地域の実情を踏

まえ、導入を優先的に検討することが必要である。具体的には、国や例え

ば人口 20 万人以上の地方公共団体等において、一定規模以上で民間の資

金・ノウハウの活用が効率的・効果的な事業については、多様な PPP/PFI

手法導入を優先的に検討するよう促す仕組みを構築するとともに、その状

況を踏まえつつ、適用拡大していく。」とされ、これを踏まえ、同年 12 月

15日に「多様な PPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」を定め

たところである。 

これを受けて、国や人口 20万人以上の地方公共団体においては、本指針

等に基づき、優先的検討規程の策定及び運用が進められてきたところであ

る。 

その後、「新経済・財政再生計画 改革工程表 2020」（令和２年 12 月 18

日）において、「人口 20万人未満の自治体への PPP/PFIの導入が加速する

方策等の措置を講じる。」とされ、これを踏まえ、地方公共団体における

PPP/PFI の更なる導入促進を図るべく、本指針を令和３年６月 18日に改定

し、人口 10 万人以上の地方公共団体において優先的検討規程の策定及び

運用が進められているところである。 

近年、人口 10万人未満の地方公共団体においても、PFI事業数が増加し

ていることや、優先的検討規程を策定している地方公共団体が増加してい

極めて厳しい財政状況の中で、効率的かつ効果的な公共施設等の整備等

を進めるとともに、新たな事業機会の創出や民間投資の喚起による経済成

長を実現していくためには、公共施設等の整備等に民間の資金、経営能力

及び技術的能力を活用していくことが重要であり、多様な PPP/PFI 手法を

拡大することが必要である。 

このため、「経済財政運営と改革の基本方針 2015」（平成 27年６月 30日

閣議決定）においても「PPP/PFIの飛躍的拡大のためには、公的負担の抑制

につながることを前提としつつ、PPP/PFI 手法について、地域の実情を踏

まえ、導入を優先的に検討することが必要である。具体的には、国や例え

ば人口 20 万人以上の地方公共団体等において、一定規模以上で民間の資

金・ノウハウの活用が効率的・効果的な事業については、多様な PPP／PFI

手法導入を優先的に検討するよう促す仕組みを構築するとともに、その状

況を踏まえつつ、適用拡大していく。」とされ、これを踏まえ、同年 12 月

15日に「多様な PPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」を定め

たところである。 

これを受けて、国や人口 20万人以上の地方公共団体においては、本指針

等に基づき、優先的検討規程の策定及び運用が進められてきたところであ

る。 

一方、PFI 実施経験のある地方公共団体は、人口規模等により大きな差

があるが、厳しい財政状況の中で、効率的かつ効果的な公共施設等の整備

等を進めるために、人口 20万人未満の地方公共団体においても PPP/PFIの

導入を進めることが重要である。 

このため、「新経済・財政再生計画 改革工程表 2020」（令和２年 12月 18

日）において、「人口 20万人未満の自治体への PPP/PFI の導入が加速する

方策等の措置を講じる。」とされたところである。 

これを踏まえ、今般、地方公共団体における PPP/PFI の更なる導入促進

を図るべく、本指針に基づき優先的検討規程を定め、これに従って優先的

検討を促す地方公共団体について、人口 20万人以上の団体から 10 万人以

上の団体とする改定を行うものである。 

（下線部分は改定部分。[]は注記。） 
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令和７年改定版（案） 令和３年改定版 

ることを踏まえ、更に幅広い地方公共団体に PPP/PFI の導入を促進するた

め、人口５万人以上の地方公共団体の優先的検討規程の策定及び運用を促

進する。 

  さらに、「PPP/PFI 推進アクションプラン（令和６年改定版）」（令和６年

６月３日民間資金等活用事業推進会議決定。以下「アクションプラン」と

いう。）の改定の主要事項の一つとして「分野横断型・広域型 PPP/PFIの形

成促進」が打ち出され、「経済財政運営と改革の基本方針 2024」（令和６年

６月 21日閣議決定。以下「骨太の方針 2024」という。）においても「民間

企業の努力や創意工夫により適正な利益を得られる環境の構築とともに、

分野横断型・広域型の案件形成を促進する。」とされたところ、分野横断型

PPP/PFI（※１）又は広域型 PPP/PFI（※２）の案件形成を促進するための

改定を行う。 

  あわせて、アクションプランにおいて、PPP/PFI が「社会課題の解決と

経済成長を同時に実現し、成長と分配の好循環の実現を生み出すことに貢

献するものであることから、新しい資本主義の中核となる新たな官民連携

の柱として PPP/PFI を推進していく必要がある。これからの PPP/PFI の推

進に当たっては、30 年間続いたコストカット型経済から脱却し、「新たな

成長型経済」への移行に応じ、行政においては「歳出の効率化」、民間事業

者においては「利益の創出」、住民においては「サービスの向上」という視

点から推進していく必要がある。」とされたところ、地域人材の育成、地域

産材の活用、地域企業の参画・取引拡大・雇用機会創出など地域経済・社

会に対し民間事業者が創出する多様な効果（以下単に「多様な効果」とい

う。）の評価を促進するための改定を行う。 

  また、アクションプランにおけるコストカット型経済からの脱却に係る

記載や、骨太の方針 2024における「空き家等の既存ストックを活用するス

モールコンセッション等の普及を促進する」（※３）との記載を踏まえ、対

象事業の基準の拡充を行う。 

  ※１ 分野横断型 PPP/PFI とは、複数分野又は複数の公共施設等を一括して

事業化する手法をいう。 

※２ 広域型 PPP/PFI とは、複数の地方公共団体が公共施設等の管理者等と

なって PPP/PFI 事業を実施する手法をいう。 

※３ スモールコンセッションとは、廃校等の空き施設や地方公共団体が所

有する古民家等の空き家の活用について、民間事業者の創意工夫を最大
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令和７年改定版（案） 令和３年改定版 

限にいかした小規模（事業費原則 10 億円未満程度）な PPP/PFI 事業（コ

ンセッションをはじめとした官民連携による事業運営）を行うことによ

り、地域課題の解決やエリア価値の向上につなげる取組を指す。 

 

 

 

２ 優先的検討規程の策定等 

公共施設等を管理する国（法第２条第３項第１号に掲げる者をいう。以

下同じ。）及び公共法人（法第２条第３項第３号に掲げる者をいう。以下同

じ。）は、本指針に基づき、それぞれ管理する公共施設等について、優先的

検討規程を定め、これに従って優先的検討を行うものとする。 

また、公共施設等を管理する人口５万人以上の地方公共団体は、地域の

実情を踏まえ、本指針に基づき、それぞれ管理する公共施設等について優

先的検討規程を定め、これに従って優先的検討を行うことが求められるほ

か、これ以外の地方公共団体であっても同様の取組を行うことが望ましい。 

加えて、公共施設整備事業を所管する大臣は、本指針に基づき、それぞ

れ所管する公共施設整備事業について、公共施設等を管理する国、地方公

共団体及び公共法人が優先的検討規程を定める場合に参考となるべきガイ

ドライン（以下単に「ガイドライン」という。）を定めることができるもの

とする。 

なお、公共施設等の管理者等は、優先的検討規程又はガイドラインを定

めた場合には、当該優先的検討規程又はガイドラインをインターネット上

で公表する。 

 

３ 優先的検討の手続 

一 優先的検討の開始時期 

公共施設等の管理者等は、新たに公共施設等の整備等を行うために基

本構想、基本計画等を策定する場合及び公共施設等の運営等の見直しを

行う場合のほか、次に掲げる場合その他の公共施設等の整備等の方針を

検討する場合に優先的検討を行うものとする。 

その際、急速に人口減少が進む中、一層の歳出の効率化、不足する地

方公共団体職員の補完を図るため、PPP/PFI 事業において民間事業者の

参入を促進するには一定の事業規模を確保することが望ましい。これを

 

 

 

 

 

 

２ 優先的検討規程の策定等 

公共施設等を管理する国（法第２条第３項第１号に掲げる者をいう。以

下同じ。）及び公共法人（法第２条第３項第３号に掲げる者をいう。以下同

じ。）は、本指針に基づき、それぞれ管理する公共施設等について、優先的

検討規程を定め、これに従って優先的検討を行うものとする。 

また、公共施設等を管理する人口 10万人以上の地方公共団体は、地域の

実情を踏まえ、本指針に基づき、それぞれ管理する公共施設等について優

先的検討規程を定め、これに従って優先的検討を行うことが求められるほ

か、これ以外の地方公共団体であっても同様の取組を行うことが望ましい。 

加えて、公共施設整備事業を所管する大臣は、本指針に基づき、それぞ

れ所管する公共施設整備事業について、公共施設等を管理する国、地方公

共団体及び公共法人が優先的検討規程を定める場合に参考となるべきガイ

ドライン（以下単に「ガイドライン」という。）を定めることができるもの

とする。 

なお、公共施設等の管理者等は、優先的検討規程又はガイドラインを定

めた場合には、当該優先的検討規程又はガイドラインをインターネット上

で公表する。 

 

３ 優先的検討の手続 

一 優先的検討の開始時期 

公共施設等の管理者等は、新たに公共施設等の整備等を行うために基

本構想、基本計画等を策定する場合及び公共施設等の運営等の見直しを

行う場合のほか、次に掲げる場合その他の公共施設等の整備等の方針を

検討する場合に、併せて優先的検討を行うものとする。 
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令和７年改定版（案） 令和３年改定版 

踏まえ、地方公共団体においては、類似施設・共通業務の統合による効

率化を図ること又は地方公共団体間の連携による業務の効率化・補完を

図ることが有効であることから、地方公共団体の規模や状況等に一定の

差異はあるものの、複数分野又は複数の公共施設等を一括して事業化す

る分野横断型 PPP/PFI や複数の地方公共団体が公共施設等の管理者等と

なって PPP/PFI 事業を実施する広域型 PPP/PFI についても優先的検討を

行うものとする。 

イ ［略］ 

ロ ［略］ 

ハ まち・ひと・しごと創生法（平成 26年法律第 136号）第９条の「都

道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び同法第 10条の「市町村

まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定又は改定を行うとき 

 

二 対象事業 

イ 対象事業の基準 

公共施設等の管理者等は、次に掲げる公共施設整備事業であって、

民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認めら

れるものを、優先的検討規程において、優先的検討の対象とするもの

とする。 

ただし、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効

果が認められるかどうかの判断は、資金調達コストの差異のみで行う

べきでなく、業務効率化による効果や多様な効果を総合的に勘案して

行うべきである。 

また、単一分野の公共施設整備事業及び単独の公共施設等の管理者

等による公共施設整備事業であって、次に掲げる事業費の総額又は単

年度の事業費の基準に満たないものを行う場合においても、分野横断

型 PPP/PFI 又は広域型 PPP/PFIを推進することにより、これらの事業

費の基準を満たすことになる可能性があることから、優先的検討の対

象とすることが望ましい。 

[（１）・（２） 略］ 

ロ 事業費基準の例外 

イの（１）に定める事業費の総額又はイの（２）に定める単年度の

事業費の基準を下回る公共施設整備事業を行う公共施設等の管理者等

 

 

 

 

 

 

 

イ ［略］ 

ロ ［略］ 

ハ 「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成 26 年 12月 27 日閣議決

定）Ⅱ２（３）の「地方版総合戦略」の策定又は改定を行うとき 

 

 

二 対象事業 

イ 対象事業の基準 

公共施設等の管理者等は、次に掲げる公共施設整備事業であって、

民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認めら

れる公共施設整備事業を、優先的検討規程において、優先的検討の対

象とするものとする。 

ただし、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効

果が認められるかどうかの判断は、資金調達コストの差異のみで行う

べきでなく、業務効率化による効果等を総合的に勘案して行うべきで

ある。 

 

 

 

 

 

 

[（１）・（２） 略］ 

ロ 事業費基準の例外 

イの基準にかかわらず、公共施設整備事業の特殊性により、イの基

準によりがたい特別の事情がある場合は、公共施設等の管理者等は、
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令和７年改定版（案） 令和３年改定版 

は、当該公共施設整備事業（スモールコンセッションを推進する事業

を含む。）であって、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活

用する効果が認められるものを、優先的検討規程において、優先的検

討の対象とすることができるものとする。 

ただし、民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効

果が認められるかどうかの判断は、資金調達コストの差異のみで行う

べきではなく、業務効率化による効果や多様な効果を総合的に勘案し

て行うべきである。 

また、単一分野の公共施設整備事業又は単独の公共施設等の管理者

等による公共施設整備事業であって、優先的検討規程において優先的

検討の対象として定めた事業費の総額又は単年度の事業費の基準に満

たないものを行う場合においても、分野横断型 PPP/PFI 又は広域型

PPP/PFI を推進することにより、これらの事業費の基準を満たすこと

になる可能性があることから、優先的検討の対象とすることが望まし

い。 

ハ ［略］ 

 

三 ［略］ 

 

四 簡易な検討 

イ ［略］ 

ロ 評価基準 

 （１） ［略］ 

（２） その他の方法による評価 

     公共施設等の管理者等は、（１）にかかわらず、公的負担の抑制に

加え、多様な効果の発揮につながることを客観的に評価することが

できる他の方法を定めることができるものとする。 

 
五 詳細な検討 

イ ［略］ 

ロ 評価基準 

詳細な検討において、公共施設等の管理者等は、専門的な外部コン

サルタントを活用するなどにより、要求水準、リスク分担等の検討を

優先的検討規程において、対象事業を限って、異なる事業費の額を基

準とすることができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ ［略］ 

 

三 ［略］ 

 

四 簡易な検討 

イ ［略］ 

ロ 評価基準 

 （１） ［略］ 

（２） その他の方法による評価 

     公共施設等の管理者等は、（１）にかかわらず、公的負担の抑制に

つながることを客観的に評価することができる他の方法を定めるこ

とができるものとする。 

 

五 詳細な検討 

イ ［略］ 

ロ 評価基準 

詳細な検討において、公共施設等の管理者等は、専門的な外部コン

サルタントを活用するなどにより、要求水準、リスク分担等の検討を
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令和７年改定版（案） 令和３年改定版 

行った上で、詳細な費用等の比較を行い、自ら公共施設等の整備等を

行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費

用総額を比較するとともに、多様な効果も総合的に勘案し、採用手法

の導入の適否を評価するものとする。 

 

六 評価結果の公表 

公共施設等の管理者等は、公共施設整備事業が３四又は五で PPP/PFI

手法の導入に適しないと評価した場合には、次に掲げる事項を、インタ

ーネット上で公表するものとする。公表の時期については、入札手続等

の公正さを確保するため、入札手続の終了後等の適切な時期に行うもの

とする。 

イ ［略］ 

ロ 評価の内容（３四ロ（１）（ⅰ）から（ⅵ）までに掲げるそれぞれの

費用等の額を含む。） 

 

４ ［略］ 

 

５ 附則 

  本指針は、民間資金等活用事業推進会議決定の日から施行する。 

行った上で、詳細な費用等の比較を行い、自ら公共施設等の整備等を

行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費

用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。 

 

 

六 評価結果の公表 

公共施設等の管理者等は、公共施設整備事業が３四又は五で PPP/PFI

手法の導入に適しないと評価した場合には、次に掲げる事項を、インタ

ーネット上で公表するものとする。公表の時期については、入札手続等

の公正さを確保するため、入札手続の終了後等の適切な時期に行うもの

とする。 

イ ［略］ 

ロ 評価の内容（３四ロ（１）（ⅰ）から（ⅵ）に掲げるそれぞれの費用

等の額を含む。） 

 

４ ［略］ 

 

５ 付則 

  本指針は、民間資金等活用事業推進会議決定の日から施行する。 

 


